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資料１



 太陽光発電（2,000kW以上の太陽光発電）とバイオマス発電（10,000kW以上の一般木材等バイオマス発電、全規模
のバイオマス液体燃料）は入札制に移行しており、今回、太陽光第３回入札とバイオマス第１回入札を実施。

 入札制度の詳細については、2017年度の本委員会において御議論をいただき、以下のとおり決定したところ。
 入札実施スケジュールとFIT認定取得期限：下の表のとおり。
 上限価格：入札募集開始（2018年11月22日）までに決定し、非公表として実施。開札後に公表。
 入札量：2,000kW以上の事業用太陽光発電 197MW（※）

10,000kW以上の一般木材等バイオマス発電 180MW
全規模のバイオマス液体燃料 20MW

 本日の委員会においては、太陽光第３回入札とバイオマス第１回入札の上限価格について御議論いただきたい。
（※）第２回の応札容量（197MW）が募集容量（250MW）を下回ったため、第３回の募集容量は第２回の応札容量と同じ容量となった。

本日御議論いただく事項 １



１．太陽光第３回入札の上限価格について

２．バイオマス第１回入札の上限価格について



これまでの太陽光の入札結果 ３

 2,000kW以上の太陽光発電については、2017年度に第１回入札（募集容量：500MW）を実施。29
件・490MWが参加を申し込み、23件・388MWが入札参加資格を得たが、実際の入札件数は9件・
141MW。その後第２次保証金を納付して認定に至った案件は、4件・41MW。2017年度入札対象外
規模の調達価格（21円/kWh）に対し、17.20円/kWhなどでの落札があり、一定のコスト低減効果が
見られた。

 2018年度上期には第２回入札（募集容量：250MW）を上限価格を非公表として実施し、9月4日に
結果を公表。19件・393MWが参加を申し込み、15件・334MWが入札参加資格を得たが、実際の入
札件数は9件・197MW。入札対象外規模の調達価格より低い価格での入札があった（最低入札価
格：16.47円/kWh）ものの、全ての事業が上限価格を上回ったため、落札者はいなかった。

 過去２回の入札では、実際の入札容量が募集容量を下回る結果となっている。

＜2017年度（第１回）の太陽光の入札結果＞

2017年度入札対象外規模の調達価格
＝上限価格
（21円/kWh）

＜2018年度上期（第２回）の太陽光の入札結果＞

入札参加申込件数・容量 ：２９件・４９０ＭＷ
参加資格を得た件数・容量：２３件・３８８ＭＷ
実際の入札件数・容量 ： ９件・１４１ＭＷ

入札の結果
落札件数・容量 ：９件・１４１ＭＷ
最低落札価格 ：１７．２０円／ｋＷｈ
最高落札価格 ：２１．００円／ｋＷｈ

落札の結果

2018年度入札対象外規模の調達価格
（18円/kWh）

上限価格
（15.5円/kWh）

入札参加申込件数・容量 ：１９件・３９３ＭＷ
参加資格を得た件数・容量：１５件・３３４ＭＷ
実際の入札件数・容量 ： ９件・１９７ＭＷ

入札の結果
落札件数・容量 ：０件・０ＭＷ
最低入札価格 ：１６．４７円／ｋＷｈ
最高入札価格 ：２０．９９円／ｋＷｈ

落札の結果

【落札案件の分布】

最低入札価格
（16.47円/kWh）

最低落札価格
（17.20円/kWh）



事業用太陽光のトップランナー分析 ４

 事業用太陽光については、定期報告データの提出があった事業者（296,026件）のうち、535件（全
体の0.2%）が10円/kWh未満で事業を実施できており、全体に占める割合は増加傾向にある。

 10円/kWh未満の事業者は、モジュール、PCS・架台等、工事費が平均的な案件の半額程度。設備利
用率は平均的な案件より４割程度高い。

（資本費＋運転維持費）／発電電力量により、機械的・簡易的に計算した。
割引率は3%と仮定。最新の調達価格の想定値を使用し、IRR0%及びIRR3%の場合の比率をもとに機械的・簡易的に計算した。

機械的・簡易的に
計算したLCOE 件数

7円/kWh未満 5件
7円/kWh～8円/kWh 22件
8円/kWh～9円/kWh 159件
9円/kWh～10円/kWh 349件
10円/kWh～11円/kWh 752件
11円/kWh～12円/kWh 1,806件
12円/kWh～13円/kWh 3,589件
13円/kWh～14円/kWh 6,548件
14円/kWh～15円/kWh 9,980件
15円/kWh～16円/kWh 13,320件
16円/kWh～17円/kWh 16,542件
17円/kWh～18円/kWh 19,260件
18円/kWh～19円/kWh 22,092件
19円/kWh～20円/kWh 24,398件

20円/kWh以上 177,204件
合計 296,026件

【10円/kWh未満の水準の平均値】

【全案件の平均値】

モジュール

19.3万円/kW

PCS・架台等

6.6万円/kW

工事費

7.4万円/kW

設備利用率

14.7%

土地造成費

0.5万円/kW

接続費

0.9万円/kW

モジュール

9.1万円/kW

PCS・架台等

3.8万円/kW

工事費

3.3万円/kW

設備利用率

21.0%

土地造成費

0.3万円/kW

接続費

0.9万円/kW

▲10.2万円/kW
（▲53%）

▲2.9万円/kW
（▲43%）

▲4.1万円/kW
（▲55%）

▲0.1万円/kW
（▲6%）

+6.3%
（+42%）

（モジュール、PCS・架台等）
 メーカーとの直接取引によ

り、流通マージンを削減
 低価格パネルの調達努力

（工事費）
 自社で工事を実施
 施工のみ外注し、設計・施

工管理は自社で行うことで、
中間マージンを削減

（設備利用率）
 土地を最大限活用できる独自

の設計方法
 過積載（パワコン出力より大

きい出力のパネルを設置）

▲0.2万円/kW
（▲34%）



 本委員会でのヒアリングにおいて業界団体から示された事業者アンケートの結果によると、太陽光第２
回入札に参加しなかった主な理由として、系統制約や条例などの規制の影響による事業化の遅れ等が挙
げられた。

（参考）業界ヒアリングの結果 ５

第39回調達価格等算定委員会
（2018年10月24日）資料1より抜粋



（参考）民間調査機関による将来のコスト見通し ６

 民間調査機関が公表したデータによると、日本の太陽光発電の発電コストは、2020年頃までに平均
的な案件で15円/kWh以下となることが見込まれている。

 また、別の民間調査機関が公表したデータによると、2020年頃までに平均的な案件で10円/kWh以
下となることが見込まれている。

＜民間機関の見通し（ⅰ）＞

※資源総合システム「日本市場における2030年に向けた太陽光発電導入量予測」（2018年9月）より
抜粋。2017年度までは実績。発電コストの見通しは割引率3%を想定。（導入・技術開発加速ケース）

＜民間機関の見通し（ⅱ）＞
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※Bloomberg NEFデータより資源エネルギー庁作成。（）内は上限と下限の中間の値。
2018年以降は見通し。資金調達コストを踏まえた割引率は3%程度で計算。1$=110円換算で計算。
なお、 Bloomberg NEFの推計は、日本の2020年度までは現行のFIT制度、2020年度以降はFIT制度
からの自立化を前提としている。

（円/kWh）

2018年
14.5円

～21.5円
(18.0円)

2019年
13.0円

～19.3円
(16.2円)

2020年
11.9円

～17.3円
(14.6円)

2021年
10.3円

～15.4円
(12.9円)

2017年
17.7円

2040年
3.2円

～4.2円
(3.7円)



（参考）太陽光第２回入札の上限価格の設定方法 ７

第37回調達価格等算定委員会
（2018年8月2日）資料1より抜粋



太陽光第３回入札の上限価格の設定方法について（案） ８

 2018年上期に実施した太陽光第２回入札では、入札を行った全ての事業（9件・197MW）で予め設
定した上限価格（15.50円/kWh）を上回ったため、落札者はいなかった。

 他方、これまでに導入された案件でも15.50円/kWh未満で事業を実施できている事業者が一定程度
存在している。

 こうした中、入札制度の趣旨は、事業者間の競争によるコスト低減を促し、費用効率的な水準での事
業実施を実現していくことにある。

 この趣旨に基づき、太陽光第２回入札では、定期報告データ及び第１回入札結果を基礎としつつ、世
界の動向なども含めたその他のコストデータも参考にし、より一層の価格低減トレンドを踏まえて、
効率的に事業を実施できる先進的な事業者に照準を合わせて、上限価格を15.50円/kWhと設定し、
事後的に公表している。

 以上の点を踏まえると、太陽光第３回入札の上限価格としてどのような水準が適切か。



１．太陽光第３回入札の上限価格について

２．バイオマス第１回入札の上限価格について



 バイオマス発電については、一般木材等バイオマス発電・バイオマス液体燃料のFIT認定量急増により、FIT制度開始
前の導入量と2018年3月時点のFIT認定量を合わせた容量がバイオマス発電全体で1,070万kWとなっており、エネル
ギーミックスの水準（602～728万kW）を超えている。なお、本委員会でのヒアリングでは、現時点のFIT認定量の
全てが導入されるとは限らないという見通しが業界団体から示されたところ。

 一般木材等バイオマス発電・バイオマス液体燃料のFIT認定の内訳（容量ベース）は、燃料にパーム油等を含むもの
（バイオマス液体燃料）が23%を占めており、残りの77%は木材やPKSを燃料として使用するものである。

バイオマスのFIT認定量・導入量について 10
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50万kW

740万kW

10万kW
30万kW

70万kW
20万kW

30万kW

124万kW

37万kW

16万kW
24万kW

274～400万kW

RPS
127万kW

（万kW）

＜一般木材等・液体燃料のFIT認定の内訳＞

※改正FIT法による失効分を反映済。
※2017年度認定は、2018年4月以降に新規認定された2017年度価格案件は含まない。※バイオマス比率考慮済。

＜バイオマス発電のFIT認定量・導入量＞

（容量ベース）

※バイオマス比率考慮後出力で計算。
2018年3月時点。改正FIT法による失効分を反映済。
バイオマス比率90%以上の専焼案件のみで計算。

燃料にパーム油等
を含むもの

23% 燃料にパーム油等
を含まないもの

77%

（うち燃料にPKSを含むもの54%）



IRRの供給量勘案上乗せ措置について 11

 旧FIT法の附則においては、「集中的に再生可能エネルギー電気の利用の拡大を図るため、この法律の
施行の日から起算して3年間を限り、調達価格を定めるに当たり、特定供給者が受けるべき利潤に特に
配慮するもの」とされ、利潤配慮期間が設けられていた。

 2015年６月末をもって上記の法律に基づく利潤配慮期間は終了したが、以降の調達価格等の決定に当
たっては、各再生可能エネルギーの供給の量を勘案し、
・十分なFIT認定、導入が進んでいる事業用太陽光発電についてのみIRRを引下げ、
・太陽光以外の電源については、十分に導入が進んでいないことから、「供給量勘案上乗せ措置」と
して1～2%のIRR上乗せを維持したうえで、今後どれだけ継続するかについては、今後の導入量、
FIT認定量等の推移を注視することとされている。

 このため、一般木材等バイオマス発電・バイオマス液体燃料については、これまで調達価格等の設定
に当たってIRRの供給量勘案上乗せ措置が維持されてきた。

（※）一般木材等バイオマス発電・バイオマス液体燃料の調達価格等のIRR想定値：4%

2012年7月1日 2015年7月1日

＜供給量勘案上乗せ措置のイメージ＞
（6）利潤配慮期間終了後のIRRの取扱い（抜粋）
 FIT制度上、集中的に再生可能エネルギー電気の利用の拡大を図るため、FIT法の施行

の日から起算して3年間の利潤配慮期間が設けられていた。
 2015年６月末をもって上記の法律に基づく利潤配慮期間は終了したが、以降の太陽

光発電以外の調達価格等の決定に当たっては、十分に導入が進んでいないことから、
「供給量勘案上乗せ措置」として1～2%のIRR上乗せを維持したうえで、今後どれだ
け継続するかについては、今後の導入量、FIT認定量等の推移を注視することとされ
ている。

 バイオマス発電については、一般木材等バイオマス区分全体ではFIT認定量が急増し
ていることから、バイオマス発電全体でFIT認定量が急増していると考えて、この措
置を廃止するという考え方もある。他方で、一般木材等バイオマス（バイオマス液体
燃料以外）の10,000kW未満やメタン発酵ガス・未利用材・建設資材廃棄物・一般廃
棄物その他バイオマスの各区分については、認定量の急増は見られないことから、引
き続き「供給量勘案上乗せ措置」を継続することとし、今後の導入量やFIT認定量等
の推移を良く注視することとした。

平成30年度以降の調達価格等
に関する意見（2018年2月7日）



バイオマス第１回入札の上限価格の設定方法について（案） 12

 バイオマス発電についても、太陽光発電と同様、事業者間の競争を促進するためには、効率的に事業
を実施できる先進的な事業者に照準を合わせた上限価格の設定を行う必要がある。したがって、
10,000kW以上の一般木材等バイオマス発電と全規模のバイオマス液体燃料の両区分について、これ
までに設定してきた調達価格等も参考としつつ、効率的なコストの想定（例：発電効率の高い案件）
を基礎として上限価格の設定を行うこととしてはどうか。

 また、これまでの調達価格等の設定に当たってはIRRの供給量勘案上乗せ措置が維持されてきた。今
回の上限価格の設定においては、入札対象となる区分のFIT認定量が急増し、競争環境が成立している
中で価格設定を行うこととなるが、どのような水準とすることが適切か。
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